
はじめに

本稿は 19世紀のなかばに活躍した演劇評論家ハインリヒ・テオドール・レッチャー

（HeinrichTheodorR・tscher,1803-1871）の著書『劇的演技術（DieKunstderdramatischen

Darstellung）』（1841-46）1において提唱された俳優のための音声論を、18世紀以降のドイツの

標準語形成運動と俳優の語り言葉についての問題に関連づけて考察するものである。

レッチャーについては、ドイツ語圏の文学と演劇研究において、取り上げられることが少な

く、また日本のドイツ文学と演劇研究においてもレッチャーを対象にした論考は皆無である。

レッチャーは、ベルリン大学のヘーゲルのもとで学位を取得した後、1825年から1830年まで

ベルリン大学の私講師として勤め、そして1845年までドイツのボンベルクのギムナジウムに

教師として赴任した。2その後1863年までベルリンを拠点に演劇評論家として活躍する。彼は、

「レッシング以来の批評家」と呼ばれるほど、旺盛な執筆ぶりを示した。3彼の深い学識に基づ

く哲学的また美学的な演劇批評は群を抜き、幅広い読者層を獲得した。このことは、レッチャー

のかつての同僚であり作家のヘッベルが、彼を「オリンポス」に称えたことにも表れている。4

このように同時代の演劇界で広範な影響力を及ぼしていたレッチャーは、1844年以降プロイ

セン政府の委託を受けて公的に演劇評論活動を行うことになる。本稿で取り扱うレッチャーの

『劇的演技術』は、演劇、俳優、そして演技術全般について包括的に論じた理論書であり、国

民の道徳機関としての劇場機能の強化も併せて説いている。この点は、同時代の国民劇場改革
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ドイツにおける言語ナショナリズムと

俳優の語り言葉の並行関係についての考察

－ハインリヒ・テオドール・レッチャーの『劇的演技術』を手掛かりに－

山 崎 明日香

【要旨】本稿は19世紀のなかばに活躍した演劇評論家ハインリヒ・テオドール・レッチャー

（HeinrichTheodorR・tscher,1803-1871）の著書『劇的演技術（DieKunstderdramatischenDarstellung）』

（1841-46）において提唱された俳優のための音声論を、18世紀以降のドイツの標準語形成運動と俳

優の語り言葉についての問題に関連づけて考察するものである。レッチャーは、同時代の演劇界で

広範な影響力を及ぼした著名な人物であり、1844年以降プロイセン政府の委託を受けて公的に演

劇評論活動を行った。本稿で取り扱うレッチャーの『劇的演技術』は、演劇、俳優、そして演技術

全般について包括的に論じた理論書であり、国民の道徳機関としての劇場機能の強化も併せて説い

ている。本稿の第一章は、18世紀以降のドイツの標準語形成運動と、それに並行して議論されてき

た俳優の語り言葉に関する問題を取り扱った。その際に、レッチャーの音声論が、ドイツの標準語

形成運動において、俳優の語り言葉の統一化と純粋言語への模範化に際して理論的な後ろ盾となっ

たことを指摘した。そして第二章は、レッチャーの標準語と方言をめぐる考察をいくつか抜粋し、

それを言語ナショナリズムに関連付けて論じた。レッチャーの音声論は、ドイツの標準語形成運動

におけるナショナルかつ言語教育的な芸術言語の認知の流れを強めた一つの理論書であった。



派のカール・グッコー、リヒャルト・ヴァーグナー、ハインリヒ・ラウベらと主張を同じくす

るものである。またレッチャーの友人であり俳優のゼイデルマンが、この著書を「聖書（Bibel）」

と呼ぶなど、5この理論書は俳優教育のための規範書として見なされた。6

レッチャーはこの著書のなかで、18世紀以降の語り言葉についての問題意識を受け継ぎな

がら、俳優のための音声について論じている。そしてこの考察は、とりわけその純粋ドイツ語

の礼賛と方言の排除という排他的でラディカルな主張において、強い印象を読者に残している。

従来の研究では、この演劇評論家の政治文化的また演劇的な音声論を、ドイツの標準語形成運

動に関連付けて考察してきた。なかでもWeithaseは、レッチャーの言語観を、ドイツにおけ

る語り言葉の歴史と変遷のなかに位置付けている。7さらに、J・rgenHeinは、レッチャーの喜

劇における方言の排除の主張に注目した。8以上のような従来の研究動向を踏まえつつ、本稿

は筆者の現在の研究課題「ハインリヒ・レッチャーにおける俳優のための音声論について

W.v.フンボルトの言語思想を手掛かりに」を遂行するための、予備研究的な論考として位置

づけるものである。これに際し、本稿の第一章は、18世紀以降のドイツの標準語形成運動と、

それに並行して議論されてきた俳優の語り言葉についての問題を取り扱う。そして第二章では、

レッチャーの標準語と方言をめぐる考察をいくつか抜粋し、それを言語ナショナリズムに関連

付けて論じることを試みる。

１．ドイツにおける言語ナショナリズムと俳優の語り言葉の関係

啓蒙主義と合理主義の進展した18世紀のドイツ語圏では、伝統的な貴族主義的また旧来の

アカデミズムの支配が衰退し、宮廷言語のフランス語と学術言語のラテン語への対抗策として、

ドイツ語を国民の主要言語に制定することが議論された。これはドイツ語の文法、音声、正書

法における全面的な体系化でありその標準語化を意味していた。9 1787年に愛国的な学術機関

「ドイツ・アカデミー（TeutschenAkademie）」の設立を構想した人文主義者ヨハン・ゴット

フリート・ヘルダー（JohannGottfriedHerder）は、ドイツ語の体系的かつ学術的な発展とそ

の保護を訴えた。この言語思想家は政治文化的また国民教育的な観点から、ドイツの国家形成

に並行して、ドイツ語を「国民言語（Nationalsprache）」として確立することを主張したので

ある。ヘルダーは、固有の国語の形成が、国民精神の形成や人間性の陶冶に貢献することを見

出した。ヘルダーの言語ナショナリズムは、その9年後に行われた彼の教育演説『子供と青少

年における演説と言語の養成について（VonderAusbildungderRedeundSpracheinKindernund

J・nglingen）』（1796）のなかにも読み取れる。この演説の中で、彼は子供の人間性を形成する

手段としてドイツ語を尊重することや、それを国民言語として学校教育カリキュラムに導入す

ることを提唱した。10このヘルダーに強く意識された政治文化的また国民教育的な言語ナショ

ナリズムの潮流は、国家主義者アダム・ミュラー（AdamMuller）の政治的な言語思想にも

反映している。ミュラーは、すでにドイツの学校教育における、語り言葉の習得の重要性を認

識していた。彼は方言に内包する国民の根源的な力と精神性を確信し、政治文化的な観点から

ドイツ語圏に共通する普遍言語の形成を強く推進したのである。11

19世紀におけるこうした知識層主体の言語ナショナリズムの先鋭化には、母語とナショナル・

アイデンティティーの関係についての議論が、感情的かつ心理的な傾向を帯びてきた事実にも関

係している。12つまり、外国語とドイツ語の差異を明らかにし、ドイツ語にナショナルな性格付け
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を行うことで、国民の言語感情の高揚と共同体意識の形成を志向する情動的な態度を意味してい

る。これに結びつくのが、ドイツ語の純粋性の維持と発展についての言語理論を唱導した排他的

な言語純粋主義的言説である。この代表的な論客エルンスト・モーリッツ・アルント（Ernst

MoritzArndt）とフリードリッヒ・ルートヴィヒ・ヤーン（FriedrichLudwigJahn）は、外国語

を排したドイツ語の標準語形成の問題を政治的イデオロギーにまで高めた人物達である。アルン

トの『国民の憎悪と外国語の使用について（UeberVolksha・und・berdenGebraucheinerfremden

Sprache）』（1813）のなかでは、ドイツ語が「世界で最も豊かな言語」として称揚されている。13ア

ルントによると、「言語は国民の鏡」14であり、言語と国民の形成と文化的陶冶との間に、内的関

連性が見出されている。そしてこの言語観において、作家アルントは、例えばフランス語とラテン

語を優先する貴族階級の子弟に対する言語教育の現状や、それとは対照的に軽視されたドイツ語

教育の現状について批判している。アルントと同様にヤーンもまた、外国語受容によるドイツ語

への悪影響とそれに伴う国民形成の阻害を憂慮した。15この教育学者はドイツ語を理想的な母語

とみなし、その言語の純粋性の維持に価値を置いた。このため、ヤーンはドイツの国民形成に必

要な書き言葉としての普遍語の形成を強く推進すると同時に、方言に残されたドイツの古語にも

注目することで、この地方的な言語変種にもドイツの精神性を見出したのである。

こうしたドイツにおける「母語の神聖化」16とも呼べる言語浄化の過程において、統一言語

の形成運動の一翼を担ったのは、愛国的な政治演説『ドイツ国民へ告ぐ（RedenandieDeutsche

Nation）』（1808）で名高いヨハン・ゴットリープ・フィヒテ（JohannGottliebFichte）である。

この思想家は、卓越した朗読術を有していた。フィヒテは、独特の朗読システムの構築とその

教育実践を通じて知られていたヴァイマールのゲーテのもとでの研修を希望しただけではなく、

ライプチヒで開催された朗読術の講習会を受講するなど、自身の政治スピーチを効果的に聴衆

に伝達するための朗読術の向上に余念がなかった。17フィヒテのこうした「生きた言語」に対

する高い評価については、Kremerの指摘が参考にできるだろう。フィヒテは、独創的で進歩

的な「生きた言語」に宿る「自然な力」によって、国民の精神形成が実現することを確信して

いた。18そしてこの見解からフィヒテは、ドイツの語り言葉を共同体の形成基盤とするナショ

ナルな言語教育観を展開し、ドイツ語の学校教育とその普及をとりわけ強く提唱したのである。

フィヒテのこの態度表明は、母語のドイツ語を教育学の対象として体系化した近代的なプロセ

スと深く関わっている。Stukenbrockによると、17世紀から20世紀に至る近代的な母語の教

育学化は、教授目的のためにドイツ語を洗練し、学校教育組織に応じたドイツ語を実施するこ

とであった。19こうした近代の民衆啓蒙化に向けられた国民言語としてのドイツ語教育の実践

は、19世紀に拡大した愛国主義や新人文主義、さらに学校の法的整備に乗じることで、ます

ます組織的な強化を見ることになる。とりわけ1807年から1815年のプロイセン政府が実施し

た教育改革期には、小学校の国立化が制定される。この政府の教育改革では、新人文主義の教

育理念を掲げたフンボルトの学校教育改革計画がその根幹に置かれた。フンボルト自身は、自

身の教育理念のなかで、ラテン語やギリシア語に並んで、ドイツ語を学校教育科目へ採用する

ことを推進していた。20またこの理念に伴って、ドイツ語詩作の朗読の授業が、小学校とギム

ナジウムで定着する。21

以上に論じたように、ドイツにおける標準語形成運動は、言語ナショナリズムや言語純粋主

義の高揚だけではなく、母語の国民教育化という教育システムの確立に拠っている。そしてこ

の運動と不可分に推進されてきたのが、近代のドイツ演劇界における俳優の語り言葉の純粋化
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と標準語化であった。そもそもドイツ語圏の演劇界において、俳優がいかに美しい言語で語る

べきかという問題は、すでに18世紀以降、著名な俳優エックホーフや彼の演技術を継承した

イフラントの朗誦術の改革の試みに表れているだけではなく、22様々な演劇的言説においても

展開されている。例えばレッシングの『ハンブルク演劇論（HamburgischeDramaturgie）』

（1767-1769）のなかでは、俳優の模範的で洗練された言葉についての教示がしばしば散見する。

レッシングによると、俳優は例えば教訓的な箇所を語る時には、以下の点に注意を払わなけれ

ばならないとする。

「つかえずに、また少しもよどむことなく、言葉を途切れのない川の流れのように、軽やか

に語られなければならない。［…］俳優は最も正しく、確かな音で、自身の言葉の全き意味

を十分に心得ていることを、我々に確信させなければならない。（・Sie［d.h.diemoralischen

Stellen］m・ssenohneStocken,ohnedengeringstenAnsto・,ineinem ununterbrochenen

FlussederWorte,miteinerLeichtigkeitgesprochenwerden,[...].Ermu・unsdurchden

richtigsten,sicherstenTon・berzeugen,da・erdenganzenSinnseinerWortedurchdrungen

habe.）」23

このようにレッシングにも見受けられるこうした語り言葉についての新しい演劇美学の要請に

は、ゴットシェートの着手したドイツ演劇改革に発する18世紀半ば以降の演劇界におけるテ

クスト中心主義への転換がその背景に存在する。すなわちバロック期の俳優の即興的な演技法

から、近代のスクリプトを優先する俳優の安定した演技法への転換である。これに応じるよう

に、1800年頃に盛んになった「朗読術運動（Sprachkunstbewegung）」（Meyer-Kalkus）にお

いては、古代ギリシア修辞学を手本とするバロック時代の朗読術の刷新が志向された。24こう

した新しい演劇的傾向において、19世紀初頭に出版されたゲーテの『俳優諸規則（Regelnf・r

Schauspieler）』（1803）のなかでは、舞台では方言ではなく純粋ドイツ語で語ることが規定され

ている。ゲーテはこの著書の条項「方言（Dialekt）」のなかで、次のように記している。

「教養ある俳優にまず必要なのは、方言のあらゆる間違いから解放され、完全で純粋な発

音の獲得を求めてやまないことである。舞台ではお国訛りは役に立たない！そこでは趣味

や芸術や学問を通じて形成され洗練された、ただ純粋なドイツの言葉のみが支配するのだ。

（・DaheristdasErsteundNotwendigstef・rdensichbildendenSchauspieler,da・ersichvon

allenFehlerndesDialektsbefreieundeinevollst・ndigereineAussprachezuerlangensuche.

KeinProvinzialismustaugtaufdieB・hne!DortherrschenurdiereinedeutscheMundart,

wiesichdurchGeschmack,KunstundWissenschaftausgebildetundverfeinertworden.・）」25

ここで述べられた方言の排除は、優雅で洗練された俳優の身体性を絵画的に構築するためのゲー

テの劇場戦略に数えられ、それは純粋に美学の問題として扱われている。ゲーテはヴァイマー

ル式の重厚な朗詠術を完成し、その教育的な実践を俳優を対象に展開していた。26そしてこの

システムを踏襲したゲーテの弟子でありヴァイマールとベルリンの宮廷劇場で活躍した俳優ピ

ウス・アレクサンダー・ヴォルフ（PiusAlexanderWolff）も同様に、自身の論考のなかで、

俳優は方言を排した「純粋で正しく非の打ちどころのない発音（reine,richitigemakellose
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Aussprache）」を持つべきだとする。27ヴォルフの活躍した1820年代以降は、悲劇作品のテク

ストが、それ以前の主流であった韻文から散文へと書き換えられ、演劇における話し言葉への

注目がより高まるようになる。俳優の重厚な朗詠術に頼った上演から、心理学を考慮したより

自然で音楽的な散文調の台詞回しに基づく上演へと移行するのである。さらに、19世紀に進

展した交通網の発達は、俳優の超地域的な活動を促し、彼らの舞台言語に非地方的な均一性が

求められた。技巧的な舞台言語を習得した俳優たちは、その美しい語り言葉を通じて、ドイツ

各地における標準語の流通と普及に貢献したのである。28

そしてドイツ語圏の舞台が、文化的に洗練された芸術言語に触れる機会を観客に提供してい

た19世紀末、俳優の発音が政治文化的な綱領に上ると同時に、国民の言語教育の模範として

公的推進を受けることになる。これは、1898年4月にベルリン宮廷劇場で開催された舞台関

係者、文献学者、そして教育学者による「ドイツの舞台言語の均一な規則についての協議

（Beratungen・berdieausgleichendeRegelungderdeutschenB・hnenaussprache）」に拠ってい

る。この協議の決定事項によると、ドイツの舞台に対して規定の舞台言語の使用が要請された。

この協議会の委員であった言語学者テオドール・ジーブス（TheodorSiebs）は、この会議で

の議論を基に著書『ドイツの舞台言語 標準語（DeutscheB・hnenssprache－Hochsprache）』を

出版している。ジーブスは、「言語芸術家（Sprachk・nstler）としての俳優の洗練された舞台言

語を高く評価していた。そして彼はその人工言語をドイツの標準語のモデルとして採用するこ

とに、「政治的な意味」を見出し、またドイツの「完全な統一」を進めるとした。29ジーブス

の政治文化的また国民言語教育的なこの試みは、当時のドイツ語教育の普及を強く推進してい

たドイツ帝国の教育政策にも関係している。30

そしてジープスの言語観に影響を与えた著作の一つとして挙げられるのが、本稿の考察対象

であるレッチャーの『劇的演技術』である。ジーブスは、彼の『ドイツの標準語の歴史につい

て』（1926）のなかで、次のように記している。

「1842年に有名なドラマトゥルグのレッチャーが、彼の『劇的演技術』のなかで、次の

ことを簡潔に述べている。それは、話されるものの理想的で普遍的な内容は、伝達手段と

して同じく一般的で洗練された発音を必要とすることである。（ImJahre1841sagtder

bekannteDramaturgR・tscherinseiner・KunstderdramatischenDarstellung・mitganzkurzen

Worten,einidealerundallgemeinerGehaltdesGesprochenenerfordertalsMedium der

Mitteilungaucheineallgemeine,gebildeteAussprache-）」31

このように、ジープスにも言及されたレッチャーの音声論が、ドイツの標準語形成運動におい

て、俳優の語り言葉の統一化と純粋言語への模範化に際して理論的な後ろ盾となっていたこと

が指摘できるだろう。これは、そもそもこの著作の続刊が、フンボルトの弟アレクサンダーに

献辞されている事実に示される通り、政治文化的また演劇教育的な意図を有した著作であった

ことを念頭に置かなければならない。32以上に論じたドイツ語圏で高じた標準語形成をめぐる

問題を踏まえ、次章ではこの演劇評論家による標準語と方言をめぐる考察を一部抜粋し、それ

を検証する。
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２．レッチャーにおける標準語と民族性の問題

レッチャーは、彼の『劇的演技術』において、全四部のうち第二部の最初の部分を「音（Ton）」

の考察に充てている。そこでまず論じられているのが、標準語と方言の問題である。この考察

によると、俳優は方言ではなく国民精神を体現する純粋言語で語るべきだとする。

「それゆえ、第二の重要な課題は、次の方へ向けられている。つまり、ある種の方言にみ

られる明らかな誤りを除いて、明瞭な音声を不完全にするあらゆる異質な要素を取り除く

ことである。（DiezweitewesentlicheAufgabegehtalsodahin,au・erdenineinem

bestimmtenDialektnachweisbarenM・ngelnallediejenigenfremdartigenElementezu

entfernen,welchedenartikuliertenLautnichtzuseinemvollenRechtekommenlassen.）」

（KdD82）

「我々は、深く根付いた方言が俳優には明らかな障害であることを理解している。方言はあ

る地域の色彩を言語に与える。だが、それゆえ方言にとらわれた者は、国民の精神固有性か

ら生じた形式のなかでは、精神内容を示すことはないのである。（［...］wir［fa・ten］einen

festgewurzeltenDialektalseinentschiedenesHemmnisf・rdenSchauspielerauf,［...］Der

DialektgibtderAussprachedieFarbeeinerbestimmtenLandschaft.DermiteinemDialekt

BehafetebietetmithindengesitigenGehaltnichtindervonderGeisteseigent・mlichkeitder

NationerzeugtenFormdar.）」（KdD76）

ところで、国民の個人的精神力によって、発話中の聞き取り可能な要素として生み出され

たものがある。それは多様に細分化された明瞭な音声であり、それは次の方法で聞き取ら

れるべきである。それは、我々に地方の個人的形式ではなく、国民の精神全体の活動を経

験させる方法である。従って、国民がそこで自らの深遠な存在を表現する国民の精神的財

産は、この概念に応じた要素において効果的に聞き取られなければならないのだ。これは

国民的な発音であり、決して地方的な発音ではない。（Wasnunvonderindividuellen

GeisteskraftderNationalsdasvernehmbareElementderRedegeschaffenwordenist,der

artikulierteLautinseinenmannigfachenVerzweigungen,sollauchineinerArth・rbar

werden,welcheunsdieArbeitdergesitigenGesamtheitderNation,nichtdieindividuelle

FormeinerLandschaftvernehmenl・・t.DieGeistessch・tzederNation,worinsieihrtiefstes

Wesenausgesprochen,k・nnenmithinnurineinemdiesemBegriffeangemessenenElemente

wirksamvernommenwerden.Diesistdienationale,nichtlokaleAussprache.）」（KdD

76）

このようにレッチャーは、非常に強い調子で、明瞭な発音から異質な音声を除去する必要があ

ることを強調するだけではなく、その異質性を地方的な言語に、また明瞭な発音を純粋言語に

充てるなど、両者を対極的な関係に置いている。さらに方言の音声は、国民の精神固有性とは

無関係であり、従って方言を非精神的な言語であると否定する一方で、純粋言語の音声を「国

民の精神全体の活動（dieArbeitdergeistigenGesamtheitderNation）」（KdD76）に結びつ
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けるなど、この両変種の音声面と精神面での分離と序列を行っている。ここには、レッチャー

が、純粋言語と方言の対極的な性質とそれに伴う民族的な問題を導き出すことに傾注している

ことが示されている。また彼は、方言を同じ民族の言語であると認識しつつも、そこには「遅

れた地方の精神（derzur・ckgebliebeneLokale-Geist）」（KdD77）しか見られないとする。こ

れは二章で論じた通り、19世紀に先鋭化した言語ナショナリズムにおける標準語形成運動に、

レッチャー自身が思想的接続を行った結果である。彼は、さらに次のように述べている。

「話されるものの内容が理想的で普遍的であるほど、その内容は国民の普遍的で洗練された発

音を、伝達媒体としてより有無をいわさず要求するのだ。（Jeidealerundallgemeinernunder

GehaltdesGesprochenenist,destogebieterischerforderterauchdieallgemeine,gebildete

AussprachederNationzumMediumderMitteilung;destomehrwiderstrebtihmalsoeine

Aussprache, welche von der allgemeinen, nationalen Bildung ・berwunden und

zur・ckgelassenwordenist－derDialekt.）」（KdD77）

レッチャーは、舞台を国民のための道徳啓蒙的な教育の場とみなしていた。舞台で語られる内

容は、共通の人間的理想を志向するものであり、純粋言語の使用によってのみ、その理念内容

が完全にまた直接的に伝えられるとした。こうした純粋音声による舞台作品の理念の発露には、

俳優個人の理念の解読と伝達能力を前提にしながらも、その発音は「内容の理念に完全に応じ

る必要がある」（KdD78）とする。従って、俳優の舞台言語の音声は、国民統合的な精神性

と普遍性に一致することが何より重視された。レッチャーは、ドイツの口頭言語の音声序列化

を行うことで、地方性を排除した俳優の芸術言語の標準化と中心化を進めたのである。ここに

は、舞台は「国民的な音の守護者でありいわばカノン（dieBewahrerinundgleichsam der

KanondesnationalenLauts）」（KdD80）であるとするレッチャーの劇場構想において、俳優

の音声を唯一の絶対的モデルとし、またそのことで舞台を国民的な音の聖地とする彼の政治文

化的また教育啓蒙的な意図があったと言えるだろう。このため、レッチャーが俳優の発声方法

に教育体系的な「規律（Disziplin）」（KdD90）を採用することを推奨したように、ここには

同時代の演劇人らにその必要性を提唱されていた俳優のための演劇学校の創設運動が視野に含

まれていた。33さらに演劇舞台がドイツの語り言葉の模範になった時代において、プロイセン

政府の教育政策下で実施されたドイツ語の朗読術の学校授業への導入が見られた事実も考慮す

ることができるだろう。こうした俳優を取り巻く環境変化のなかで、レッチャーの音声論は、

ドイツの標準語形成運動におけるナショナルかつ言語教育的な芸術言語の認知の流れを強めた

一つの理論書であったと言えるのである。

本研究の成果は、日本学術振興会の科研費の助成を受けている。［基盤研究（C）、課題番号：

26370382、研究代表者：山崎明日香、平成26年度～平成28年度、研究課題名:19世紀ドイ

ツ語圏における俳優の国民啓蒙的また言語教育的な役割についての研究］
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